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公立大学法人 長野大学 理事会 議事録（案） 
 
■ 日  時：令和７年 12 月 24日（水） ９：２６～１１：３５ 
■ 場  所：長野大学 ４－３０４会議室 
■ 出  席 者： 平井利博（議長）、小林淳一、織英子、若林信一、平林靖久、吉田善一、 

鮫島正浩、市村和久、金子和寛（監事）、柳原 渉（監事） 
■ 欠  席 者 :  前田裕子 
 
 
議事概要 
 
１ 12 月 10 日 書面審議の結果について 
  菊池総務・人事・施設担当課長から、賞罰審査委員会の設置に係る書面審議の結果、全員一致で承

認された旨が報告された。 
 
２ 議事録 

前回（11 月 26 日理事会）議事録の確認・確定 
事前に配信した議事録案の内容について、確定することを決定した。 

 
３ 審議事項 

議案第１号 教員の採用について 
菊池総務・人事・施設担当課長から、地域経営学部における人的資源管理論担当教員の採用候補

者について説明があり、審議の結果、当該候補者を採用することが了承された。 
 

議案第２号 特任教員の採用について 
菊池総務・人事・施設担当課長から、社会福祉学部社会福祉言論分野における採用候補者につい 

て説明があった。特任教員として任期 1 年で採用し、更新は最長 3 年までとすること、その期間中

に後任者の採用を進める方針であることが示され、審議の結果、採用が了承された。 
 

 議案第３号 令和８年度非常勤講師の任命について 
吉田教学担当理事から、令和 7 年度後期に 1 名、令和 8 年度に 66 名の非常勤講師を任命する計

画について説明があり、その内訳として、新規採用者、70 歳以上の者及び無期転換予定者が含ま

れることが報告された。審議の結果、原案どおり承認された。あわせて、中長期的な課題として、

非常勤講師の報酬水準の妥当性、人数の適正化及び長期勤続者が多い背景について検討すべきとの

意見が出された。また、英語科目については、極端に少人数となっているクラスを解消しつつ、学

生のレベルに応じたクラス編成を見直す必要があること、社会福祉分野の資格科目については必要

性を精査し、段階的に縮減していくこと、さらに必要以上に手厚い科目構成についても見直すべき

であることが確認された。加えて、非常勤講師の資質担保について、学生アンケートのみでは十分

とは言えず、そのフィードバックの在り方も含め、別の評価方法を検討すべきとの意見が出された。 
  
議案第４号 公立大学法人向け団体保険の加入について 
菊池総務・人事・施設担当課長から、公立大学法人向け団体保険の継続加入について説明があり、

審議の結果、原案どおり了承された。 
 
４ 報告事項 

（1） 2026（令和８）年度入試実施状況について【広報入試】 
吉田教学担当理事から、学校推薦型選抜の実施状況について報告があった。これに対し、

提示されたデータのみでは判断が難しいとして、入試戦略が有効であったかとの質問が出

された。県内の総合型選抜については一定の成果があった一方、県外の学校推薦型選抜に

ついては PR 不足が課題であるとの認識が示され、今後は県外を対象とした戦略的な広報

活動を進める必要があるとの説明があった。また、飯田市をはじめ南信地域においては本
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学の認知度が低い状況にあること、移動時間が 2 時間以内の圏域を意識し、隣県や中部

圏、北陸 3 県などを対象に集中的な PR を行うべきであること、5 年程度の中期的視点で取

り組むこと及びさいたまテレビとのタイアップの可能性などについて意見が出された。さ

らに、中長期的な課題として、ホームページの巡視を行い、不適切な情報を速やかに削除

するなど、広報及びブランド管理を組織的に行う体制を整備すべきとの指摘があった。 

 
（2） 令和８年度法人会議日程について【総務・人事・施設】 

菊池総務・人事・施設担当課長から、令和８年度の法人会議日程について報告があった。 
 

（3） 淡水生物学研究所 将来構想協議会設置について【鮫島理事】 
鮫島淡水生物学研究所担当理事から、淡水生物学研究所将来構想協議会設置の趣意書につ

いて報告があった。 
 

（4） 研究不正防止に向けた取り組み【市村理事】 
市村常任理事から、研究不正防止に向けた取組の一環として、北海道大学における研究不

正事例として捏造及び改ざんに関する事案の報告があった。 
 
５ その他 

防衛関連研究開発に関わる予算活用に関する取扱いについて、本学として申請を行う可能

性があるかとの質問が出された。これに対し、研究インテグリティに関しては、現時点では

体制が十分に整備されていないことから、今後、本学としての方針決定を含め対応していく

旨の説明があった。あわせて、方針を明確にし、有事・平時を問わず対応できる体制を構築

すべきであること、また、やるべきことは実施していると説明できる体制を整える必要があ

るとの意見が出された。 
 
〇 監事からのコメント 

上記以外に特になし。 
 

以上 
 次回開催日 令和８年１月 28 日（水） 
                                 議長 平井 利博     


